
 

 

 

 

 

 
 

 

今年度はみどり園ファミリーに、新しい利用者さん 2 名と職員 2 名が加わり、さ

らに賑やかになりました。また、新たなグループホーム『セトルホームつづき』が開

所し、新生活がスタートした利用者さんもいらっしゃいます。 

4月から『障害者差別解消法』がスタートすることからも、今まで以上に利用者さ

んがみどり園で過ごしやすく、充実した毎日を送れるよう、職員一同力を合わせ

て支援を行っていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します！ 

                                        (木村亜紀子) 
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活動室報告 
各活動室も新年度を迎え、気持ちも新たに活動を開始しています！ 

そこで、今年度の抱負を英単語 1語で表現してもらいました。 

 

活動室 1 “STARS” 
漆黒の闇の中でも一筋の光を照らせるように、流れ星のように、輝けるように、、、。 

活動室 1 の利用者さんも職員も個性を発揮して、一人一人が色々な個性で光り輝けるよう

にと、願い、想いを込めて‘STARS‘としました。今年度もよろしくお願い致します。 

                                   (川原慎司) 

活動室 2 “cheerful” 

今年度の活動室 2 のテーマは『cheerful
チ ア フ ル

』です。単語の意味は快活な、元気な、引き立てる

ような、というものです。みどり園の主役である利用者さんの、それぞれの元気さや、そ

れぞれの良さを、職員一同が引き立てられるような活動室にしていければと思います。 

(柴田龍一) 

活動室 3 “enjoy” 

活動室 3 には、現在、生活介護と自立訓練の利用者さん含め 12 名の利用者さんがいらっし

ゃいます。毎日、賑やかな活動室 3。利用者さんの元気に職員が助けられることもたくさん

あります。今年度も、普段の活動はもちろん、行事や外出も皆で楽しんでいきたいと思い

ます。利用者さんにとって活動室 3 が、毎日通うのが楽しみな場所でありますように！ 

（木田陽子） 

活動室 4 “personality” 

今年度の活動室 4 のテーマ、それは『Personality
パ ー ソ ナ リ テ ィ

』、日本語では『個性』です。利用者さん

一人一人、豊かな個性に合った活動を・・・一人一人が自分の好きなこと、やりたいこと

を通してみどり園での生活がさらに豊かになって欲しいと思います。   (福田恭平) 

 

 

 



 

 

 

4月からみどり園に配属されたフレッシュな職員を紹介します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでぶれいく  クイズ！ 
問題 I：5月 5日は端午の節句ですが、日本には江戸時代から五つの節句が公式にきまって

いるそうです。9 月 9 日はある植物の節句になりますが、それは次のうちどれでし

ょうか？ 

① キンモクセイ         ② キク 

③ コスモス           ④ ヒガンバナ 

 

問題 II： 気持ち良く体を動かせる季節になって来ましたね！ 

では次のうち、130年前からある運動会の競技はどれでしょう？  

①パン食い競走            ②紅白リレー  

③棒倒し                   ④騎馬戦 

 

はじめまして。活動室 1に入りました古谷健郎(ふるやたけお)と申します。

大学で４年間福祉について学んできましたが、実際に現場で働くのは初め

てです。まだ分からない事が多く戸惑ってしまう場面もありますが、仕事

のやりがいや楽しさも日々実感しています。新しい日常に早く慣れるよう

頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

こんにちは。そしてはじめまして！永見早里（ながみさり）と申します。

今年度からみどり園の職員になりました！私の担当は活動室２です。みど

り園の利用者様や職員はとてもあたたかく、毎日楽しく過ごしています。

みどり園で過ごす一日が、皆様にとって輝いた一日になりますよう、精一

杯応援をさせていただきます！どうぞよろしくお願い致します。 

 

職 員 紹 介 
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～～～～～～～～～～～～ク イ ズ の 正 解～～～～～～～～～～～～～～～  

問題 I： ② 

 正解は、②の菊の節句です。日本の五節句は、1月7日(七草の節句)、3月 3日(桃の節句)、5月

5日(菖蒲の節句)、7月7日(七夕の節句)、そして9月9日の菊の節句になります。この日は、菊花

の香りのお酒で月をめでる日とされているそうです。菊の香りがするお酒、きれいな花を眺めなが

ら、ゆっくり味わってみたいですね。 

 

 

問題 II： ① 

 正解は、①のパン食い競走です。日本で初めて運動会が行われたのは、1874年と言われています。

海軍兵学校で行われた『競闘遊戯会』が始まりと言われています。なんとその当時か

らパン食い競走も同時に生まれた種目だそうです。  

 

 

編集後記  

桜も散って、段々と暖かくなってきましたね。先月、みどり園でも年度が変わり、新しいメ

ンバーが増えました。皆様にも新しい出会いがあったのではないでしょうか。 

今年度は、木村と永見が『なんてん』を担当にします。みどり園のイベントやお知らせを毎

月配布していきます！皆さんに楽しんでいただけるようなおたよりを作れるように頑張り

ます。今年度もみどり園をよろしくお願い致します！(永見早里) 


